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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線携帯端末装置であって、
　無線ＬＡＮを介したデータの送受信を行う無線通信手段と、
　前記無線携帯端末装置が移動中であるか否かを判定する判定手段と、
　前記判定手段により移動中ではないと判定されたことを契機として、前記判定手段によ
り移動中ではないと判定された測定位置における前記無線ＬＡＮの通信状態の良否を示す
指標を測定し、測定された前記指標と、前記判定手段により移動中ではないと判定された
測定位置を特定し得る情報または前記判定手段により移動中ではないと判定された測定位
置を示す情報と、を所定の宛先へ送信するように制御する計測制御手段と、
　を具備する無線携帯端末装置。
【請求項２】
　前記測定位置を特定し得る情報は、予め決定された原点に対する相対的な位置を示す情
報であることを特徴とする請求項１に記載の無線携帯端末装置。
【請求項３】
　前記計測制御手段は、
　前記測定された指標と、前記測定位置を特定し得る情報または前記測定位置を示す情報
と、を所定の宛先へ送信するように前記無線通信手段を制御することを特徴とする請求項
１または請求項２に記載の無線携帯端末装置。
【請求項４】
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　前記無線通信手段は、
　前記無線ＬＡＮとは異なる第２の無線通信網を介したデータの送受信を行い、
　前記計測制御手段は、
　前記測定された指標と、前記測定位置を特定し得る情報または前記測定位置を示す情報
と、を前記第２の無線通信網を介して所定の宛先へ送信するように前記無線通信手段を制
御する
　ことを特徴とする請求項１または請求項２に記載の無線携帯端末装置。
【請求項５】
　前記無線ＬＡＮのＢＳＳへの参加状況に応じて、前記無線ＬＡＮと前記第２の無線通信
網のいずれかの通信径路を選択する通信経路選択部を有し、
　前記測定された指標と、前記測定位置を特定し得る情報または前記測定位置を示す情報
と、を、前記通信経路選択部により選択された通信経路を介して所定の宛先へ送信するよ
うに前記無線通信手段を制御することを特徴とする請求項４に記載の無線携帯端末装置。
【請求項６】
　前記通信経路選択部は、前記無線ＬＡＮのＢＳＳに参加中であれば、前記無線ＬＡＮを
選択し、前記無線ＬＡＮのＢＳＳに不参加であれば前記第２の無線通信網を選択すること
を特徴とする請求項５に記載の無線携帯端末装置。
【請求項７】
　前記無線ＬＡＮのＢＳＳへ参加のための認証手順、または、参加中のＢＳＳから離脱す
るための処理を実行する無線ＬＡＮ認証制御部を有し、
　前記計測制御手段は、前記無線ＬＡＮのＢＳＳに参加しているか否かを前記無線ＬＡＮ
認証制御部へ問い合わせ、参加している場合には参加中のＢＳＳからの一時離脱を前記無
線ＬＡＮ認証制御部へ指示することを特徴とする請求項５に記載の無線携帯端末装置。
【請求項８】
　前記第２の無線通信網は携帯電話網であることを特徴とする請求項４～６の何れか1項
に記載の無線携帯端末装置。
【請求項９】
　携帯電話機またはスマートフォンであることを特徴とする請求項８に記載の無線携帯端
末装置。
【請求項１０】
　前記計測制御手段は、
　前記測定された指標と、前記測定位置を特定し得る情報または前記測定位置を示す情報
と、を前記通信状態の良否を示す指標の測定から遅滞なく前記所定の宛先へ送信するよう
に前記無線通信手段を制御する
　ことを特徴とする請求項２～９の何れか１項に記載の無線携帯端末装置。
【請求項１１】
　前記通信状態の良否を示す指標は、前記無線ＬＡＮのアクセスポイントから送信される
通信電波の通信電力の大きさ、当該アクセスポイントから送信されたフレームのＣＲＣエ
ラー率、当該アクセスポイントから送信されたフレームについてのフレーム再送率の少な
くとも２つを含む
　ことを特徴とする請求項１～１０の何れか１項に記載の無線携帯端末装置。
【請求項１２】
　前記フレーム再送率は、前記アクセスポイントから他の無線携帯端末装置へ送信された
フレームについてのフレーム再送率であることを特徴とする請求項１１に記載の無線携帯
端末装置。
【請求項１３】
　計時部を具備し、
　前記計測制御手段は、前記判定手段により移動中ではないと判定されたことを契機とし
て前記計時部に計時を開始させ、前記判定手段にて移動中ではないと判定されている間、
一定の時間間隔で前記指標の測定を行うように前記無線通信手段を制御する
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　ことを特徴とする請求項１～１２の何れか１項に記載の無線携帯端末装置。
【請求項１４】
　自装置の位置を特定する位置特定手段を具備し、
　前記計測制御手段は、前記位置特定手段により特定される位置が予め定められた領域内
の位置であることを条件に、前記指標の測定を行うように前記無線通信手段を制御する
　ことを特徴とする請求項１～１３の何れか１項に記載の無線携帯端末装置。
【請求項１５】
　前記無線通信手段は、
　前記無線ＬＡＮを介したデータの送受信の他に、前記無線ＬＡＮにおける通信状態の良
否を示す指標の測定を行う
　ことを特徴とする請求項１～１４の何れか１項に記載の無線携帯端末装置。
【請求項１６】
　前記無線ＬＡＮにおける通信状態の良否を示す指標の測定結果の異常を判断する測定結
果判断手段を具備し、
　前記計測制御手段は、前記測定結果判断手段により測定結果に異常があると判断された
場合に、異常に対処するための管理情報を前記所定の宛先へ送信するように前記無線通信
手段を制御する
　ことを特徴とする請求項１～１５の何れか１の請求項に記載の無線携帯端末装置。
【請求項１７】
　前記無線ＬＡＮにおける通信状態の良否を示す指標の測定結果の異常を判断する測定結
果判断手段を具備し、
　前記計測制御手段は、前記測定結果判断手段により測定結果に異常があると判断された
場合に、異常の種類に応じた管理情報を作成し、当該管理情報を前記所定の宛先へ送信す
るように前記無線通信手段を制御することを特徴とする請求項１～１５の何れか１項に記
載の無線携帯端末装置。
【請求項１８】
　前記管理情報には、少なくとも、異常の発生を知らせる情報、電波状況の変化を管理者
へ促す情報、問題に対処する優先度を示す情報が含まれることを特徴とする請求項１６ま
たは請求項１７に記載の無線携帯端末装置。
【請求項１９】
　前記宛先はサーバ装置であり、前記測定結果の送信に応じて当該サーバ装置から返信さ
れてくる障害切り分け用のプログラムを実行する
　ことを特徴とする請求項１～１８の何れか１の請求項に記載の無線携帯端末装置。
【請求項２０】
　前記宛先はサーバ装置であり、前記管理情報に応じて前記サーバ装置から返信されてく
る障害切り分け用のプログラムを実行する
　ことを特徴とする請求項１６～１８の何れか１項に記載の無線携帯端末装置。
【請求項２１】
　無線ＬＡＮにおける通信状態の測定方法であって、
　前記無線ＬＡＮを介してデータの送受信を行う無線携帯端末装置に、移動中であるか否
かを判定させ、移動中ではないと判定したたことを契機として、移動中ではないと判定し
た測定位置における前記無線ＬＡＮの通信状態の良否を示す指標を測定させる第１ステッ
プと、
　測定された前記指標と、移動中ではないと判定した測定位置を特定し得る情報または移
動中ではないと判定した測定位置を示す情報と、を前記無線携帯端末装置に所定の宛先へ
送信させる第２のステップと、
　を含む測定方法。
【請求項２２】
　無線携帯端末装置用のプログラムであって、
　無線携帯端末装置のコンピュータを、
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　無線ＬＡＮを介したデータの送受信を行う無線通信手段と、
　前記コンピュータが移動中であるか否かを判定する判定手段と、
　前記判定手段により移動中ではないと判定されたことを契機として、前記判定手段によ
り移動中ではないと判定された測定位置における前記無線ＬＡＮの通信状態の良否を示す
指標を測定し、測定された前記指標と、前記判定手段により移動中ではないと判定された
測定位置を特定し得る情報または前記判定手段により移動中ではないと判定された測定位
置を示す情報と、を所定の宛先へ送信するように制御する計測制御手段と、
　して機能させることを特徴とする無線携帯端末装置用のプログラム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、無線ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）のアクセサビリテ
ィを評価する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　無線ＬＡＮのアクセサビリティ（すなわち、無線ＬＡＮを介した通信が可能か否か、ま
たどの程度良好に通信を行うことができるか）などその無線ＬＡＮの通信状態の良否を評
価するための指標の一例として、その無線ＬＡＮに含まれる各アクセスポイントから送信
される通信電波の強さ（以下、電界強度、または通信電力の大きさと呼ぶ場合がある）が
挙げられる。例えば、特許文献１には、アクセスポイントに定期的に監視ビーコンを送信
させ、そのアクセスポイントに収容される無線子局（無線端末装置）の各々にその監視ビ
ーコンの受信を契機として通信の停止および周囲の電界強度の測定を行わせ、その測定結
果を当該アクセスポイントへ通知させることで、アクセスポイントの周辺において隣接す
る他のアクセスポイントから送信された電波による干渉の有無を調査する技術が開示され
ている。また、特許文献２に開示されている技術は、携帯情報端末において電界強度があ
る閾値以下となった時に電界強度を測定するものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第４６５４５０７号
【特許文献２】特開２０１０－０９３５２０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に開示された技術には、無線子局の利用者に特段の操作を行わせることなく
、アクセスポイントの周辺といった無線ＬＡＮの利用頻度が高い場所の通信電力を計測す
ることが可能になるといった利点があるものの、通信電力の測定を行っている間、各無線
子局とアクセスポイントとの通信が一斉に停止するといった不具合がある。また、通信障
害等によって無線子局が監視ビーコンを正しく受信できなかった場合には、そもそも通信
電力の計測を行うことができないといった問題や、監視ビーコンの受信はできたものの、
その後通信障害の程度が悪化した場合には測定結果の返信ができなくなるといった問題も
ある。特に、測定結果の返信を行えない場合には、無線ＬＡＮの運用管理者による迅速な
測定結果の把握に支障を来たし、通信障害等に対する対処が遅れるといった問題が生じる
。
【０００５】
　特許文献２に開示された技術には、例えば他のアクセスポイントからの電波干渉により
電界強度が閾値以下とならない場合には電界強度の測定が行われないため、電界強度が閾
値以下の場所を探し出すといったサイトサーベイにはそもそも向かないといった問題があ
る。また、特許文献２に開示された技術には、他のアクセスポイントから電波干渉を受け
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ていることを検出することが困難であるという問題もある。
【０００６】
　この発明は以上のような事情に鑑みてなされたものであり、利用者に特段の操作を行わ
せることなく、当該利用者が無線ＬＡＮを利用する可能性が高い場所の通信状態の良否を
測定し、その測定結果を無線ＬＡＮの運用管理者に遅滞なく把握させることを可能にする
技術を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　この発明は、無線端末装置であって、無線ＬＡＮを介したデータの送受信を行う無線通
信手段と、前記無線端末装置が移動中であるか否かを判定する判定手段と、前記判定手段
により移動中ではないと判定されたことを契機として、前記判定手段により移動中ではな
いと判定された測定位置における前記無線ＬＡＮの通信状態の良否を示す指標を測定し、
測定された前記指標と、前記判定手段により移動中ではないと判定された測定位置を特定
し得る情報または前記判定手段により移動中ではないと判定された測定位置を示す情報と
、を所定の宛先へ送信するように制御する計測制御手段と、を具備することを特徴とする
無線端末装置を提供する。ここで、通信状態の良否を示す指標の具体例としては、無線Ｌ
ＡＮのアクセスポイントから送信される通信電波の通信電力の大きさ（電界強度）や、当
該アクセスポイントから送信されたフレーム（例えば、ビーコンフレームなど）について
のＣＲＣ（Ｃｙｃｌｉｃ　Ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ　Ｃｈｅｃｋ：巡回冗長検査）誤りの発
生率（以下、ＣＲＣエラー率）、或いは当該アクセスポイントから送信されたフレームに
ついてのフレーム再送率が挙げられる。なお、ＣＲＣエラー率の算出方法やフレーム再送
率の算出方法については重複を避けるため本発明の実施形態の説明において明らかにする
。
【０００８】
　例えば、上記通信状態の良否を示す指標として通信電力を用いる場合には、この発明の
無線端末装置によれば、自装置が移動していないとの判定が為されたことを契機として、
移動していないと判定された測定位置における通信電力が測定され、測定された通信電力
の値を示す情報、および測定位置を特定し得る情報または測定位置を示す情報が所定の宛
先へ送信される。一般に、無線端末装置はその電源をオンにした状態で利用者に携帯され
ることが多く、無線端末装置が移動していないということは当該無線端末装置を携帯して
いる利用者が一箇所に留まっていることを意味する。したがって、本発明の無線端末装置
によれば、当該無線端末装置の電源をオンにした状態で携帯している利用者が一箇所に留
まっている場合に、無線ＬＡＮのアクセスポイントから送信された通信電波のその場所に
おける通信電力の計測が行われる。
【０００９】
　ここで、上記利用者の職場に敷設された無線ＬＡＮが通信品質の測定対象の無線ＬＡＮ
であるとすると、職場において上記利用者が一箇所に留まっている状態としては当該利用
者が自らのデスクにおいて何らかの業務を行っている状態や会議室において会議に参加し
ている状態が考えられる。利用者のデスクや会議室は無線ＬＡＮの利用頻度が高いと考え
られる場所であるから、本発明によれば、上記無線端末装置の利用者による上記無線ＬＡ
Ｎの利用頻度が高いと考えられる場所の通信電力を効率良く計測し、所定の宛先へ遅滞な
く送信することが可能になる。
【００１０】
　例えば、上記無線端末装置がスマートフォンなどの無線ＬＡＮアクセス機能を備えた携
帯電話機である場合、すなわち、無線通信手段が無線ＬＡＮとは異なる第２の無線通信網
を介したデータの送受信を行う機能を有する場合、無線通信手段は、測定位置を特定し得
る情報または測定位置を示す情報と測定された指標とを第２の無線通信網を介して所定の
宛先へ送信しても良い。このような態様によれば、何らかの通信障害（例えば、他のアク
セスポイントから送信された電波による干渉）によって通信状態の良否を示す指標の測定
対象の無線ＬＡＮを介したデータ通信を行えない場合であっても、当該指標等を遅滞なく
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所定の宛先へ送信することが可能になる。また、本発明においては無線端末装置が移動し
ていないことを契機として通信電力の測定およびその測定結果の所定の宛先への送信が行
われるため、これらの実行のために無線端末装置の利用者が何らかの操作を行う必要はな
い。
【００１１】
　また、通信状態の良否を示す指標としてＣＲＣエラー率を用いた場合には、測定位置に
おける本来の測定対象のアクセスポイント以外の他の無線通信装置（他のアクセスポイン
トや当該測定を行っている無線端末装置以外の他の無線端末装置）から送信された通信電
波による干渉の有無を把握することが可能になる。一般に、ＣＲＣエラーは、他のアクセ
スポイントから送信された通信電波による干渉に起因してフレームが破壊された場合に発
生することが多いからである。また、通信状態の良否を示す指標としてフレーム再送率を
用いた場合に、本発明の無線端末装置の周囲でアクセスポイントとの通信を行っている他
の無線端末装置（上記無線端末装置の利用者の近隣に居る他の者の使用する無線端末装置
）の位置における通信状態を把握することが可能になる。つまり、通信状態の良否を示す
指標として通信電力或いはＣＲＣエラー率を用いる場合には、本発明の無線端末装置の利
用者が移動を止めた一点における無線ＬＡＮの通信状態を把握することが可能になり、当
該指標としてフレーム再送率を用いる場合には上記利用者が移動を止めた一点の周辺の位
置における通信状態を把握することが可能になる。このように、通信電力とＣＲＣエラー
率は、無線端末装置の利用者による無線ＬＡＮの利用頻度が高いと推定される一点におけ
る各々異なる観点（電波が充分な強度で届いているか否かという観点や他のアクセスポイ
ントからの干渉を受けていないかという観点）から見た通信状態の良否を示す指標であり
、フレーム再送率は無線端末装置の利用者による無線ＬＡＮの利用頻度が高いと推定され
る場所の周囲（アクセスポイントと通信する他の無線端末装置の位置）における通信状態
の良否を示す指標である。これら３つの指標のうちの何れか１つのみを用いても無線ＬＡ
Ｎの通信状態の良否の評価を行うことは勿論可能であるが、これら３つの指標のうちの任
意の２つを測定する態様の方が当該無線ＬＡＮの通信状態の評価を多面的にかつ精度良く
行うことが可能になり、これら３つの指標の全てを測定する態様によれば、当該無線ＬＡ
Ｎの通信状態の評価をさらに多面的にかつ精度良く行うことが可能になる。
【００１２】
　より好ましい態様としては、計時部を上記無線端末装置に設け、前記判定手段により移
動中ではないと判定されたことを契機として計時部に計時を開始させるとともに、移動中
ではないと判定されている間は一定時間間隔毎に通信状態の良否を示す指標を測定させる
態様が考えられる。この態様によれば、上記無線ＬＡＮの利用頻度が高いと考えられる場
所について、時々刻々と変化する通信状態の変化を把握することが可能になる。
【００１３】
　また、別の好ましい態様としては、自装置の位置を特定する位置特定手段を上記無線端
末装置に設け、前記計測制御手段には、前記位置特定手段により特定される位置が予め定
められた領域内の位置であることを条件に、通信状態の測定を実行させる態様が考えられ
る。このような態様によれば、通信状態を測定する領域として無線端末装置の利用者の職
場全体（或いは、会議室や利用者のデスクなどの特定の領域）を予め定めておくことで、
その他の場所（例えば、利用者の自宅など）において、通信状態の測定が無駄に実行され
ることを回避することが可能になる。
【００１４】
　さらに、別の好ましい態様としては、測定結果の異常を判断する測定結果判断手段を上
記無線端末装置に設け、通信状態の測定結果に異常があると前記測定結果判断手段によっ
て判断された場合には、異常に対処するための管理情報を通信状態の測定結果とともに所
定の宛先へ送信する処理を計測制御手段に実行させる態様が考えられる。例えば、上記所
定の宛先として無線ＬＡＮの運用管理者のメールアドレス等を設定しておけば、上記運用
管理者は、通信状態の測定結果とともに無線端末装置から送信されてくる管理情報を参照
し、いち早く異常に対処することができる。
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【００１５】
　また、無線端末装置からの測定結果の送信に応じて障害切り分け用のプログラムを返信
するサーバ装置を無線ＬＡＮ（或いは第２の無線通信網）に接続して当該サーバ装置の通
信アドレスを上記所定の宛先として定めておくとともに、当該サーバ装置から返信されて
くるプログラムを上記無線端末装置に実行させる態様も考えられる。このような態様によ
れば、通信状態の測定に際し生じた異常や障害の特定や切り分けを自動化することが可能
になる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】この発明の第１実施形態である無線端末装置の構成を示すブロック図である。
【図２】この発明の第２実施形態である無線端末装置の構成を示すブロック図である。
【図３】この発明の第３実施形態である無線端末装置の構成を示すブロック図である。
【図４】同実施形態である無線端末装置における現在位置取得手段の構成の詳細を示す図
である。
【図５】この発明の第４実施形態であるアプリケーションプログラム管理機能を備えた無
線端末装置の構成例を示す図である。
【図６】同実施形態である無線端末装置において受信した無線フレームが当該ＢＳＳから
のビーコンであるか判断する処理を示すフローチャートである。
【図７】同実施形態である無線端末装置において当該ＢＳＳへの参加状態の解除を判断す
る処理を示すフローチャートである。
【図８】同実施形態である無線端末装置において受信した無線フレームが当該ＢＳＳから
のビーコンであるか判断する処理に障害切り分け処理を追加したフローチャートである。
【図９】この発明の第５実施形態であるサーバ装置の構成を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、図面を参照し、この発明の実施形態について説明する。
（Ａ：第１実施形態）
　図１はこの発明の第１実施形態である無線端末装置の構成を示す図である。この無線端
末装置は、例えばスマートフォンであり、第１の無線通信網である無線ＬＡＮと第２の無
線通信網である携帯電話網（より正確には、携帯電話網に含まれる移動パケット通信網）
の２つの通信経路を各々別個に使用することができるように構成されている。
【００１８】
　無線ＬＡＮを介した通信は、アンテナ１０６、無線ＬＡＮ無線部１０７、チャネル選択
部１０８、キャリア検出部１０９、復調部１１２、復号化部１１３、無線ＬＡＮ認証制御
部１２８、符号化部１１９、および変調部１２０により実現される。
【００１９】
　無線ＬＡＮにおいてはＭＡＣ（Ｍｅｄｉａ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）フレーム
と呼ばれるデータブロック単位でデータの送受信が行われる。図１の無線端末装置から無
線ＬＡＮのアクセスポイントへＭＡＣフレームを送信する場合、符号化部１１９は、送信
対象のＭＡＣフレームを表すデジタルビット列を通信経路選択部１２７から受け取り、そ
のＭＡＣフレームに無線ＬＡＮの規格に準じた符号化を施して変調部１２０に与える。変
調部１２０は、符号化部１１９から与えられるデジタルビット列に無線ＬＡＮの規格に準
じて変調（例えば、ＯＦＤＭ（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓ
ｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ：直交周波数分割多重）変調など）を施し、この変調
により得られた回路信号を無線ＬＡＮ無線部１０７に与える。無線ＬＡＮ無線部１０７は
、変調部１２０の出力信号を通信電力へ変換してアンテナ１０６に与え、アンテナ１０６
はその通信電力を空間へ放射する。これにより、無線端末装置からアクセスポイントへの
ＭＡＣフレームの送信が実現される。
【００２０】
　これに対してアクセスポイントから送信されたＭＡＣフレームの受信は以下の要領で実
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現される。アンテナ１０６は、無線ＬＡＮのアクセスポイントから受信した通信電力を無
線ＬＡＮ無線部１０７に与え、無線ＬＡＮ無線部１０７は、この通信電力を回路信号に変
換して、チャネル選択部１０８へ出力する。チャネル選択部１０８は、無線ＬＡＮ無線部
１０７の出力信号から特定チャネルのキャリア信号およびサブキャリア信号を抽出し、キ
ャリア検出部１０９へ出力する。キャリア検出部１０９は、チャネル選択部１０８から出
力されるキャリア信号およびサブキャリア信号の各々について通信電力が一定の閾値を超
えているか否かを判定し、当該閾値を超える通信電力を有する信号のみを復調部１１２へ
出力する。復調部１１２は、キャリア検出部１０９から出力される信号からデジタルビッ
ト列を復調し、復号化部１１３に与える。
【００２１】
　復号化部１１３は、上記デジタルビット列に復号化を施し、符号化前のデジタルビット
列（すなわち、無線ＬＡＮのアクセスポイントから送信されたＭＡＣフレーム）を復元す
る。また、復号化部１１３は、復元したＭＡＣフレームについてＣＲＣ誤りの有無の判定
、および再送フレームであるか否かの判定を行い、ＣＲＣエラー率およびフレーム再送率
を算出して記憶部（図示略）に書き込む。ここで、ＣＲＣ誤りとは、復元したＭＡＣフレ
ームから算出されるチェックサムと当該ＭＡＣフレームのヘッダ部に書き込まれているチ
ェックサムとが一致しないことを言い、ＣＲＣエラー率とは、復元したＭＡＣフレームの
個数に対するＣＲＣ誤りの発生したＭＡＣフレームの数を言う。また、フレーム再送率と
は、復元したＭＡＣフレームの個数に対する再送処理により再送されたＭＡＣフレームの
数を言い、再送処理により再送されたフレームであるか否かは当該フレームのヘッダ部を
参照して判定することができる。復号化部１１３はフレーム再送率の算出を行う際には、
送信先ＭＡＣアドレス毎にその算出を行い、記憶部へのフレーム再送率の書き込みを行う
場合には送信先ＭＡＣアドレス毎に（すなわち、送信先ＭＡＣアドレスと対応付けて）そ
の書き込みを行う。
【００２２】
　一般に無線ＬＡＮのアクセスポイントから送信されるＭＡＣフレームは、無線ＬＡＮへ
の参加のための認証手順に関わるコントロールフレームと、データ伝送に関わるデータフ
レームとに大別される。復号化部１１３は、復号化により自装置宛ての（すなわち、送信
先ＭＡＣアドレスが自装置のＭＡＣアドレスと一致する）コントロールフレームが得られ
た場合には、当該コントロールフレームを無線ＬＡＮ認証制御部１２８に与え、自装置宛
のデータフレームが得られた場合には当該データフレームを通信経路選択部１２７に与え
る。また、復号化部１１３は、復元されたＭＡＣフレームの送信先ＭＡＣアドレスが自装
置のものと一致しない場合には、当該フレームは自装置に宛てて送信されたものではない
ため、後段の各部への引渡しを行わずに当該フレームを破棄する。
【００２３】
　無線ＬＡＮ認証制御部１２８は、無線ＬＡＮのＢＳＳ（Ｂａｓｉｃ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　
Ｓｅｔ）へ参加のための認証手順、または、参加中のＢＳＳから離脱するための処理を実
行する。通信経路選択部１２７は、復号化部１１３や後述する復号化部１２４、或いは無
線端末装置の制御部からＭＡＣフレームを与えられたことを契機として、その送信先ＭＡ
Ｃアドレスに応じた転送制御等を行う。そして、実行履歴保持手段１２９には、無線ＬＡ
Ｎのアクセスポイントとの無線通信のために、上記各部に実行させた制御イベント等を示
す制御内容データ（特に、データリンク層における制御内容を示すデータ）が保持される
。
【００２４】
　一方、携帯電話網を介したデータ通信は、アンテナ１２１、携帯電話無線部１２２、復
調部１２３、復号化部１２４、符号化部１２５および変調部１２６により実現される。
【００２５】
　携帯電話網の基地局へデータを送信する場合、送信対象のデータを表すデジタルビット
列が通信経路選択部１２７を経て符号化部１２５に与えられる。符号化部１２５は、通信
経路選択部１２７から与えられるデジタルビット列に携帯電話網に適した符号化を施して
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変調部１２６へ与える。変調部１２６は、符号化部１２５から与えられるデジタルビット
列を用いて携帯電話網のキャリア信号に変調を施して回路信号を生成し携帯電話網無線部
１２２へ与える。携帯電話網無線部１２２は、上記回路信号を通信電力へ変換してアンテ
ナ１２１に与える。アンテナ１２１はその通信電力を空間へ放射する。これにより無線端
末装置から基地局へのデータの送信が実現される。
【００２６】
　また、アンテナ１２１は、携帯電話網における基地局アンテナから送信された通信電力
を受信すると、その通信電力を携帯電話無線部１２２に与える。携帯電話網無線部１２２
は、アンテナ１２１から与えられる通信電力を回路信号へ変換して復調部１２３へ与える
。復調部１２３は、入力された回路信号を復調して変調前のデジタルビット列を取り出し
、復号化部１２４に与える。復号化部１２４は、復調部１２３から与えられるデジタルビ
ット列から符号化前のデータを表すデジタルビット列を復号する。これにより、基地局か
ら送信されたデータの受信が実現される。
【００２７】
　本実施形態の無線端末装置は、無線ＬＡＮを介したデータ通信を行う機能と携帯電話網
を介したデータ通信を行う機能の他に、無線ＬＡＮのアクセスポイントから送信される通
信電力を測定する通信電力測定機能を有している。本実施形態では、この通信電力測定機
能を利用して無線端末装置の利用者の勤務場所に敷設された無線ＬＡＮのサイトサーベイ
（すなわち、当該無線ＬＡＮについての通信状態の良否の計測）が実現される。より詳細
に説明すると、本実施形態の無線端末装置は、上記サイトサーベイを実現するための構成
として、加速度センサ１０１、移動判定部１０２、計時部１０３、測定制御部１０４、無
線制御部１０５、通信電力測定部１１０、ＢＳＳＩＤ判定部１１４、測定結果記録手段１
１１、メール送信制御部１１５、メール送信部１１６、およびメール送信先情報保持手段
１１８を有している。
【００２８】
　無線制御部１０５と通信電力測定部１１０は、アンテナ１０６、無線ＬＡＮ無線部１０
７、チャネル選択部１０８、キャリア検出部１０９、復調部１１２、復号化部１１３、無
線ＬＡＮ認証制御部１２８、符号化部１１９、および変調部１２０とともに、無線ＬＡＮ
の通信電力を測定する機能を実現する。つまり、本実施形態では、アンテナ１０６、無線
ＬＡＮ無線部１０７、チャネル選択部１０８、キャリア検出部１０９、復調部１１２、復
号化部１１３、無線ＬＡＮ認証制御部１２８、符号化部１１９、変調部１２０、アンテナ
１２１、携帯電話無線部１２２、復調部１２３、復号化部１２４、符号化部１２５、変調
部１２６、無線制御部１０５および通信電力測定部１１０は、無線ＬＡＮの通信電力を測
定する通信電力測定機能と、無線ＬＡＮを介してデータの送受信を行う機能と、携帯電話
網を介してデータの送受信を行う機能とを実現する無線通信手段の役割を果たす。
【００２９】
　加速度センサ１０１、移動判定部１０２、および計時部１０３は、当該無線端末装置が
移動中であるか否かを判定する判定手段の役割を果たす。また、計時部１０３、測定制御
部１０４、無線制御部１０５、通信電力測定部１１０、ＢＳＳＩＤ判定部１１４、測定結
果記録手段１１１、メール送信制御部１１５、メール送信部１１６、およびメール送信先
情報保持手段１１８は、上記判定手段によって移動中ではないと判定されたことを契機と
してその時点の無線端末装置の所在場所における通信電力を上記無線通信手段に周期的に
計測させ、計測された通信電力の値とその測定位置を特定するための情報とを上記無線通
信手段に所定の宛先へ送信させる測定制御手段の役割を果たす。以下、上記判定手段およ
び上記判定制御手段を構成する各構成要素について説明する。
【００３０】
　加速度センサ１０１は、例えば３軸加速度センサであり、無線端末装置に加わった外力
に応じて生じる加速度を周期的に検出し、その加速度の大きさを示す加速度データを移動
判定部１０２へ出力する。移動判定部１０２は、加速度センサ１０１から与えられる加速
度データに基づいて、無線端末装置が移動しているか否かを判定し、その判定結果を示す
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判定結果信号を測定制御部１０４に与える。例えば、当該無線端末装置が移動していない
と判定した場合には移動判定部１０２は、信号値が１の判定結果信号を測定制御部１０４
に与え、その他の場合は信号値が０の判定結果信号を測定制御部１０４に与えるといった
具合である。より詳細に説明すると、移動判定部１０２は、重力加速度の大きさを中心と
する所定範囲に収まる大きさの加速度を表す加速度データを加速度センサ１０１から受け
取ったことを契機として計時部１０３による計時を開始し、その状態（すなわち、加速度
センサ１０１により検出される加速度の大きさが重力加速度を中心とする所定範囲に収ま
っている状態）が予め定められた時間（例えば、３０分）に亘って継続した場合に、当該
無線端末装置は移動していないと判定する。詳細については後述するが、測定制御部１０
４は、信号値が１の判定結果信号を移動判定部１０２から受け取ったことを契機として通
信電力の計測のための制御を実行する。
【００３１】
　本実施形態において、加速度センサ１０１により検出された加速度の大きさが重力加速
度を中心とする所定範囲に収まっている状態が予め定められた時間に亘って継続した場合
に無線端末装置は移動していないと判定して通信電力の計測を行うようにした理由は以下
の通りである。本実施形態の無線端末装置はスマートフォンであり、その電源をオンにし
た状態で利用者に携帯されることが多い。無線端末装置を携帯している利用者が歩行など
の運動を行うと、その運動に応じた外力が無線端末装置に加わり、その外力に応じて生じ
る加速度が加速度センサ１０１によって検出される。一方、無線端末装置を携帯している
利用者がデスクに着き業務を行っている場合や会議室の机に着き会議に参加している場合
、休憩フロアで休憩をしている場合など、当該利用者がひとつの場所に留まっている場合
には、上記加速度データの表す加速度の大きさは重力加速度の大きさと等しいか、または
その近傍の値となる。したがって、本実施形態では、無線端末装置を携帯している利用者
が予め定められた時間にわたって一箇所に留まっている場合に通信電力の計測が行われる
。前述したように、職場などにおいて利用者が移動せずにある場所に留まっている場合、
自分のデスクに着いて業務を行っている状態にあることや、会議室で会議に参加中である
ことが考えられる。ここで、利用者が業務を行うデスクや会議室は、職場に敷設された無
線ＬＡＮを当該利用者が利用する可能性が高い場所と言える。つまり、本実施形態では、
無線端末装置の利用者が無線ＬＡＮを利用する可能性が高い場所の通信電力を効率よく測
定することができるようにするために、加速度センサ１０１により検出された加速度の大
きさが重力加速度を中心とする所定の範囲に収まっている状態が予め定められた時間にわ
たって継続したことを契機として通信電力の計測を行うようにしたのである。
【００３２】
　本実施形態において、加速度データの表す加速度の大きさが重力加速度の大きさと等し
い状態が予め定められた時間にわたって継続した場合のみならず、その近傍の値である場
合も含むようにしたのは、利用者が資料に手を伸ばすなどの微細な運動を行った場合にそ
の運動に起因して生じる微細な加速度によって当該利用者（当該利用者に携帯されている
無線端末装置）が移動していると誤判断されることを回避するためである。なお、このよ
うな誤判断の発生を回避するために、加速度センサ１０１による検出値をそのまま用いる
のではなく、加速度センサ１０１により周期的に検出される検出値の移動平均を用いるよ
うにしても良い。
【００３３】
　測定制御部１０４は、例えばＣＰＵであり、無線端末装置の記憶部（図示略）に予め格
納されている測定制御プログラムにしたがって測定制御手段を構成する他の構成要素の作
動制御を行う。より詳細に説明すると、測定制御部１０４は、信号値が１の判定結果信号
を移動判定部１０２から受け取ったことを契機として、当該無線端末装置が無線ＬＡＮの
ＢＳＳに参加しているか否かを無線ＬＡＮ認証制御部１２８へ問い合せ、参加している場
合にはそのＢＳＳからの一時離脱を無線ＬＡＮ認証制御部１２８へ指示をする。次いで、
測定制御部１０４は、全無線チャネルについての通信電力の測定を無線制御部１０５へ指
示をするとともに、通信電力の測定開始を移動判定部１０２へ通知をする。この通知を受
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けた移動判定部１０２は、それまでに計時した時間（移動判定のために計時した時間）の
リセットを計時部１０３に対して指示し、計時部１０３はこのリセット指示に応じて、そ
れまでに計時した時間をリセットする。
【００３４】
　無線制御部１０５は、全無線チャネルの通信電力の測定指示を受け取ったことを契機と
して、チャネル選択部１０８および通信電力測定部１１０の作動制御を行う。チャネル選
択部１０８は、無線制御部１０５による制御の下、全無線チャネルのうちの１つの無線チ
ャネルを選択しその状態を一定時間に亘って維持する処理を全ての無線チャネルが選択さ
れるまで繰り返す。通信電力測定部１１０は、チャネル選択部１０８により無線チャネル
の選択が行われる毎にその無線チャネルにおける通信電力を測定する。より詳細に説明す
ると、チャネル選択部１０８によって無線チャネルの選択が為されると、まず、その無線
チャネルにおける通信電力について所定の閾値を上回る通信電力を有する周波数成分を含
んでいるか否かがキャリア検出部１０９によって判定される。キャリア信号検出部１０９
は、上記閾値を上回る通信電力を有すると判定した周波数成分の信号を通信電力測定部１
１０と復号化部１１３とへ出力する。通信電力測定部１１０は、無線制御部１０５による
制御の下、キャリア検出部１０９から出力される信号の通信電力を測定し、その値を示す
情報を測定制御部１０４に与える。
【００３５】
　また、各無線チャネルにおける通信電力の測定と同時に、各無線チャネルにおける受信
信号は、復号化部１１３によりＭＡＣフレームへ復号された後、ＢＳＳＩＤ判定部１１４
へ出力される。ＢＳＳＩＤ判定部１１４は、入力されたＭＡＣフレームの内容を解釈し、
このＭＡＣフレームが何れのアクセスポイントから送信されたものであるかを示す情報を
測定制御部１０４へ出力する。より詳細に説明すると、ＢＳＳＩＤ判定部１１４は、復号
化部１１３から与えられたＭＡＣフレームのヘッダ部に含まれるアクセスポイントのアド
レス（ＢＳＳＩＤ）を読み出し、当該ＢＳＳＩＤを当該ＭＡＣフレームの送信元を示す情
報として測定制御部１０４へ出力する。
【００３６】
　測定制御部１０４には、チャネル選択部１０８によって無線チャネルの選択が行われる
毎に、通信電力測定部１１０により測定された通信電力の値を示す情報とその通信電力を
放射したアクセスポイントのＢＳＳＩＤとが入力される。測定制御部１０４は、通信電力
を示す情報およびＢＳＳＩＤを受け取る毎にその時点の時刻（すなわち、通信電力の測定
時刻）を示す情報を計時部（図示略）から取得し、通信電力の値を示す情報とＢＳＳＩＤ
とその測定時刻を示す情報とを無線チャネル毎に対応付けて測定結果記録手段１１１へ出
力する。測定結果記録手段１１１は、例えばＥＥＰＲＯＭであり、測定制御部１０４から
与えられる通信電力の値を示す情報、ＢＳＳＩＤ、および測定時刻を示す情報を相互に対
応付け、無線チャネル毎に記録する。
【００３７】
　測定制御部１０４は、全ての無線チャネルの通信電力の測定を完了したことを契機とし
て、測定が完了した旨の通知をメール送信制御部１１５に与える。メール送信制御部１１
５は、上記通知を受け取ったことを契機として、測定結果に関する情報を所定の宛先へメ
ールにより送信することをメール送信部１１６へ指示する。この測定結果に関する情報の
送信先としては、例えば、無線ＬＡＮの運用管理者のメールアドレスを指定しておけば良
く、当該メールアドレスはメール送信情報保持手段１１８に予め記憶されている。
【００３８】
　メール送信部１１６は、メール送信制御部１１５から与えられた指示に応じて測定結果
記録手段１１１から測定結果に関する情報（すなわち、各無線チャネルについての通信電
力、ＢＳＳＩＤおよび測定時刻を示す情報）を読み出し、当該情報を本文に書き込んだメ
ールデータを作成し、電子メールまたはショートメールなどのメールシステムに応じたプ
ロトコルを用いて所定の宛先へ送信する。メール送信部１１６から送信されたメールは、
無線ＬＡＮ通信網と携帯電話網のうち通信経路選択部１２７により選択される通信網を介
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して送信される。より詳細に説明すると、通信経路選択部１２７は、ＢＳＳへの参加状況
に応じて無線ＬＡＮまたは携帯電話網のいずれかの通信経路を選択する。すなわち、通信
経路選択部１２７は無線ＬＡＮのＢＳＳに参加中であれば無線ＬＡＮを選択し、無線ＬＡ
ＮのＢＳＳに不参加であれば携帯電話網を選択する。本実施形態では、無線ＬＡＮのアク
セスポイントからの通信電力の測定中はＢＳＳから離脱しているため、メールを送信する
通信経路として携帯電話網が選択される。
【００３９】
　このように、本実施形態では、通信状態の測定対象となる無線ＬＡＮとは異なる携帯通
信網を介して、通信状態の良否を示す指標（本実施形態では、通信電力）の測定結果が無
線ＬＡＮの運用管理者にメールで送信される。無線ＬＡＮの運用管理者は、当該メールの
本文を閲覧し、各無線チャネルの通信電力の測定が行われた時刻にどの場所に居たのかを
無線端末装置の利用者に問い合わせることによって、その測定位置を特定し、当該測定位
置における無線チャネルの通信状態（通信電力およびＢＳＳの状況）を把握することがで
きる。つまり、本実施形態において通信電力の測定時刻を示す情報は、その測定場所を上
記運用管理者が特定することを可能にする、という役割を担っているのである。また、本
実施形態では、通信状態の測定対象となる無線ＬＡＮとは異なる無線通信網を介してその
無線ＬＡＮの運用管理者への測定結果の通知が行われる。このため、無線ＬＡＮのアクセ
スポイントから送信される通信電力が充分ではない場合や他のアクセスポイントから送信
される通信電力との干渉がある場合など、無線ＬＡＮの通信状態が芳しくない場合であっ
ても、測定結果を上記運用管理者へリアルタイムで通知することが可能になる。なお、携
帯電話網を介した通信を行えない場合には、メール送信部１１６におけるメール送信処理
はタイムアウトにより失敗することになる。この場合は、一定時間経過後に再度メール送
信処理をメール送信部１１６に実行させるようにすれば良い。さらに、本実施形態におい
ては無線端末装置が移動していないことを契機として通信状態の測定およびその測定結果
の所定の宛先への送信が行われるため、これらの実行のために無線端末装置の利用者が何
らかの操作を行う必要はない。
【００４０】
　本実施形態では、無線端末装置が移動中ではないと判定したことを契機として、全無線
チャネルの通信電力の測定を行ったが、無線端末装置が移動中ではないと判定される間は
一定時間が経過する毎に通信電力の計測および計測結果の所定の宛先への送信を行うよう
にしても良い。このような態様によれば、利用者が一箇所に留まって業務を行っている間
に各無線チャネルの通信電力が時々刻々変化する（すなわち、各無線チャネルの通信状態
が時々刻々変化する）といった事象が発生したとしても、その事象を的確に捉えることが
可能になる。なお、上記一定時間の計時については、計時部１０３に行わせて良く、当該
一定時間の計時を行う第２の計時部を計時部１０３とは別個に設け、当該第２の計時部に
行わせても良い。
【００４１】
　また、本実施形態では、通信状態の良否を表す指標としてアクセスポイントから送信さ
れた通信電波の通信電力を用いたが、同アクセスポイントから送信されたフレーム（例え
ば、ビーコンフレーム）についてのＣＲＣエラー率を用いても良く、また、同アクセスポ
イントから他の無線端末装置へ送信されたフレームについてのフレーム再送率を用いても
良い。ここで、フレーム再送率として、アクセスポイントから他の無線端末装置へ送信さ
れたフレームについてのフレーム再送率を用いるのは、本実施形態の無線端末装置は通信
状態の良否を示す指標の計測に先立って参加中のＢＳＳから離脱するため、指標の測定を
開始した後に当該無線端末装置がアクセスポイントとの間でデータ通信を行うことはなく
、当該無線端末装置宛にフレームの再送信が行われることはないからである。
【００４２】
　例えば、通信状態の良否を示す指標としてＣＲＣエラー率を用いる場合には、測定制御
部１０４に以下の処理を実行させるようにすれば良い。すなわち、上記指標として通信電
力を用いる場合と同様に、信号値が１の判定結果信号を移動判定部１０２から受け取った
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ことを契機として、参加中のＢＳＳからの一時離脱を無線ＬＡＮ認証部１２８に対して指
示する処理、および通信状態の良否を示す指標の測定開始を移動判定部１０２に通知する
処理を測定制御部１０４に実行させ、さらに記憶部に記憶されているＣＲＣエラー率を初
期化（ゼロクリア）する処理を実行させる。これは、通信状態の測定の開始以降に発生す
るＣＲＣエラー率を集計するためである。以降、測定制御部１０４は、ＢＳＳＩＤ判定部
１１４からＢＳＳＩＤを受け取る毎に記憶部に記憶されているＣＲＣエラー率を参照し、
その測定時刻を示す情報とともに、当該ＢＳＳＩＤおよびＣＲＣエラー率を測定結果記録
手段１１１に与える。以降の処理は通信状態の良否を示す指標として通信電力を用いた場
合と同一である。
【００４３】
　また、通信状態の良否を示す指標としてフレーム再送率を用いる場合には、測定制御部
１０４に以下の処理を実行させるようにすれば良い。すなわち、上記指標として通信電力
を用いる場合と同様に、信号値が１の判定結果信号を移動判定部１０２から受け取ったこ
とを契機として、無線ＬＡＮ認証部１２８に対して参加中のＢＳＳからの一時離脱を指示
する処理、および通信状態の良否を示す指標の測定開始を移動判定部１０２に通知する処
理を測定制御部１０４に実行させ、さらに記憶部に記憶されているフレーム再送率を初期
化（ゼロクリア）する処理を実行させる。これは、通信状態の測定の開始以降に発生する
フレーム再送率を集計するためである。以降、測定制御部１０４は、ＢＳＳＩＤ判定部１
１４からＢＳＳＩＤを受け取る毎に記憶部に送信先ＭＡＣアドレス毎に記憶されているフ
レーム再送率を参照し、その測定時刻を示す情報とともに、当該ＢＳＳＩＤ、送信先ＭＡ
Ｃアドレスおよびフレーム再送率を測定結果記録手段１１１に与える。以降の処理は通信
状態の良否を示す指標として通信電力を用いた場合と同一である。ここで、測定結果記録
手段１１１に与える情報に送信先ＭＡＣアドレスを含めるようにしたのは、フレーム再送
の発生している場所を無線ＬＡＮの運用管理者が特定できるようにするためである。より
詳細に説明すると、無線ＬＡＮの運用管理者は、フレーム再送率とともに送信された送信
先ＭＡＣアドレスに基づいて無線端末装置およびその利用者を特定し、当該フレーム再送
率とともに送信された測定時刻を示す情報に基づいて当該利用者に対してその測定時刻に
何処に居たのかを問い合せることで、当該無線端末装置の位置を特定することができる。
【００４４】
　通信状態の良否を示す指標としてＣＲＣエラー率を用いると、通信状態の測定位置にお
ける他のアクセスポイントから送信された通信電波による干渉の有無を把握することが可
能になる。ＣＲＣエラーは、他のアクセスポイント或いは他の無線端末装置から送信され
た通信電波による干渉に起因してフレームが破壊された場合に発生することが多いからで
ある。また、通信状態の良否を示す指標としてフレーム再送率を用いると、本発明に係る
無線端末装置の周囲でアクセスポイントとの通信を行っている他の無線端末装置の位置に
おける電波状況を把握することが可能になる。つまり、通信状態の良否を示す指標として
通信電力或いはＣＲＣエラー率を用いた場合には、その測定位置における通信状態を把握
することが可能になり、当該指標としてフレーム再送率を用いた場合にはその測定位置の
周辺における通信状態を把握することが可能になる。つまり、通信電力とＣＲＣエラー率
は、無線端末装置の利用者による無線ＬＡＮの利用頻度が高いと推定される場所（一点）
における通信状態の良否を各々異なる観点（電波が充分な強度で届いているか否かという
観点と他のアクセスポイントからの干渉を受けていないかという観点）から表す指標であ
り、フレーム再送率は無線端末装置の利用者による無線ＬＡＮの利用頻度が高いと推定さ
れる場所の周囲における通信状態の良否を表す指標である。したがって、通信電力、ＣＲ
Ｃエラー率およびフレーム再送率の３つの指標のうちの任意の２つ或いは３つ全てを測定
することで、当該無線ＬＡＮの通信状態の評価を精度良くかつ多面的に行うことが可能に
なる。
【００４５】
（Ｂ：第２実施形態）
　図２は本実施形態の第２実施形態の無線端末装置の構成を示す図である。図２に示す無
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線端末装置も前掲図１の無線端末装置と同様に、無線ＬＡＮの通信状態の良否を示す指標
として当該無線ＬＡＮのアクセスポイントから送信された通信電波の通信電力を測定する
装置である。なお、本実施形態においても通信状態の良否を示す指標としてＣＲＣエラー
率やフレーム再送率を用いても良いことは言うまでも無い。図２では、図１におけるもの
と同一の構成要素には同一の符号が付されている。図２と図１とを比較すれば明らかなよ
うに、本実施形態の無線端末装置は測定結果判断手段１３０を有する点が第１実施形態の
無線端末装置と異なる。
【００４６】
　測定結果判断手段１３０は、測定結果記録手段１１１に記録されている情報を参照し、
通信状態の良否を示す指標の測定結果に異常があるか否かを判定する。測定結果に異常が
ある場合としては、通信状態の良否を示す指標の測定を行えなかった場合（通信電力の大
きさやＣＲＣエラー率、フレーム再送率を示す情報が記録されていない場合）や、異常な
値の指標が測定された場合（予め定められた閾値を下回るなど極端に低い通信電力が測定
された場合や、予め定められた閾値を上回るなど極端に高いＣＲＣエラー率や極端に高い
フレーム再送率が測定された場合）が考えられる。そして、測定結果判断手段１３０は、
異常ありと判定した場合には、さらに、どのような種類の異常（通信電力が全く測定され
ない、極端に低い通信電力が測定されたなど）であるかを分類し、その異常の種類に応じ
た管理情報を作成する。この管理情報には、例えば、異常の発生を知らせる情報、電波状
況の変化を管理者へ促す情報、問題に対処する優先度を示す情報などがある。測定結果判
断手段１３０は、上記の要領で生成した管理情報を測定結果記録手段１１１へ追記すると
ともに管理情報を所定の宛先へ送信する旨の指示を測定制御部１０４に対して与える。以
下、測定結果の送信と同様に、管理情報についてメールが作成され所定の宛先へ送信され
る。
【００４７】
　本実施形態によれば、通信状態の良否を示す指標の測定を行えないなどの異常が発生し
た場合に、その異常に対処するための管理情報が所定の宛先（無線ＬＡＮの運用管理者の
端末など）へ速やかに送信される。このため、本実施形態によれば、無線ＬＡＮの運用管
理者は自身の管理対象の無線ＬＡＮにおける異常の発生を速やかに把握し、上記管理情報
を参考にしつつその異常に対して速やかに対処することが可能になる。また、無線ＬＡＮ
を介した通信の制御に関する実行履歴や無線端末装置の機器情報などを、上記管理情報に
含めても良く、管理者からの指示があった場合にのみこれら実行履歴や機器情報を管理者
へ送信するようにしても良い。
【００４８】
（Ｃ：第３実施形態）
　上述した第１実施形態では、通信状態の良否を示す指標の測定位置を無線ＬＡＮの運用
管理者に特定させるための情報としてその測定を行った時刻を示す情報を用い、その測定
時刻にどの場所に居たのかを無線端末装置の利用者に問い合わせることで、その測定場所
の特定を実現した。しかし、このような特定方法では、上記指標を測定した場所を正確に
特定することが難しい場合もある。そこで、通信状態の良否を示す指標の測定場所を示す
情報を取得する構成を無線端末装置に付加しても良い。図３は本発明の第３実施形態の無
線端末装置の構成例を示す図である。図３においても図１におけるものと同一の構成要素
には同一の符号が付されている。図３と図１とを対比すれば明らかなように、本実施形態
の無線端末装置は、自装置の現在位置を示す情報を取得する現在位置取得手段１１７を有
している点が第１実施形態の無線端末装置と異なる。なお、以下では、通信状態の良否を
示す指標として無線ＬＡＮのアクセスポイントから送信される通信電波の通信電力を用い
る場合について説明するが、当該通信電力に換えて（或いは当該通信電力とともに）ＣＲ
Ｃエラー率またはフレーム再送率（或いは、ＣＲＣエラー率とフレーム再送率の両者）を
用いても良いことは勿論である。
【００４９】
　図４は、現在位置取得手段１１７の構成の詳細を示す図である。相対位置保存手段３０
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２は、ある原点に対する相対的な無線端末装置の現在位置（すなわち無線端末装置を所持
している利用者の現在位置）を示す座標情報を保持する。原点とは、各位置で測定した通
信電力を物理的な地図にマッピングする際の基準となる位置のことをいう。この原点は、
例えば、利用者の職場の部屋の隅あるいは中心など、利用者が無線ＬＡＮを利用する無線
利用範囲内のどこか一箇所に無線ＬＡＮの運用管理者によって予め定められる。原点リセ
ット手段３０１は、上記原点を設定する操作を利用者に行わせるためのものである。この
原点リセット手段３０１としては、例えば通信電力の測定を実現するアプリケーションプ
ログラムにしたがって実現されるソフトウェアボタンが挙げられる。本実施形態の無線端
末装置の利用者は、職場へ出勤すると、まず、無線ＬＡＮの運用管理者によって定められ
た原点に対応する場所へ行き、原点リセット手段３０１に対して原点設定のための操作を
行う。すると、相対位置保持手段３０２は、それまで保持していた座標情報を、原点を示
す所定の座標情報（例えば、（０，０））にリセットする。
【００５０】
　上記のようにして原点のリセットが行なわれると、以後、ノイズ除去部３０４は、加速
度センサ１０１から出力される加速度データの移動平均値を計算し、移動距離計算部３０
７と移動方向判定部３０６へ出力する。前述したように、加速度の値の移動平均値を計算
することで、利用者の微細な運動に伴って生じる加速度の影響を取り除くことができるか
らである。移動距離計算部３０７は、重力加速度を中心とする所定範囲には収まらない加
速度を表すデータがノイズ除去部３０４より与えられたことを契機として時間計測手段３
０５による計時を開始し、上記所定範囲に収まる加速度を表すデータがノイズ除去部３０
４から与えられるまで（すなわち、無線端末装置の利用者が移動を止めるまで）に計時さ
れた時間とその間にノイズ除去部３０４から受け取った情報とから、利用者の移動距離を
計算し、現在位置計算部３０８および移動方向判定部３０６へ出力する。
【００５１】
　方位センサ３０３は、例えば、地磁気センサであり、無線端末装置が向いている方向を
周期的に検出し、その方位を示す情報を移動方向判定部３０６へ順次に出力する。移動方
向判定部３０６は、方位センサ３０３から周期的に出力される情報の示す方位とノイズ除
去部３０４から与えられる加速度の移動平均値とから、相対位置保存手段３０２に保持さ
れている情報の示す位置から見た利用者の移動方向を判定し、現在位置計算部３０８へ出
力する。
【００５２】
　現在位置計算部３０８は、移動距離計算部３０７から入力された移動距離を示す情報と
移動方向判定部３０６から入力された移動方向を示す情報とから、相対位置保存手段３０
２に保持されている情報の示す位置から見た相対的な現在位置を計算し、相対位置保存手
段３０２へ出力する。例えば、南北方向を一方の座標軸とし東西方向を他方の座標軸とす
る二次元座標平面を用い、原点から見て北方向および東方向の移動をプラス方向の移動と
してサイトサーベイの結果を表示する場合には、上記移動距離を南北方向の移動距離と東
西方向の移動距離とに分解して現在位置を算出する処理を現在位置計算部３０８に実行さ
せるようにすれば良い。相対位置保存手段３０２は、新たな現在位置を示す情報を受け取
ったことを契機として、それまで保持していた情報を当該新たな情報で更新する。このよ
うに、無線端末装置を携帯する利用者の現在位置（予め定めた原点から見た相対位置）を
示す情報が相対位置保持手段３０２に格納されているため、通信状態の良否を示す指標の
測定位置を特定する際には、相対位置保持手段３０２に格納されている情報を参照すれば
良い。
【００５３】
　なお、本実施形態では、加速度センサ１０１により検出された加速度の大きさおよび方
位センサ３０３により検出された無線端末装置の向きに基づいて無線端末装置の利用者の
現在位置を計算より算出したが、全地球測位システム（ＧＰＳ）を使用して現在位置を特
定する構成としても良い。
【００５４】
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　また、本実施形態のように現在位置取得手段１１７を無線端末装置に設ける場合には、
通信状態の測定を行う領域を予め定めておき、現在位置取得手段１１７により取得された
情報の表わす現在位置が当該領域内である場合にのみ、測定制御部１０４に通信状態の測
定を行わせるようにしても良い。例えば、上記領域として、利用者の職場に相当する領域
を定めておくといった具合である。このようにすれば、利用者が特定の領域（例えば職場
内）にいる場合にのみ通信状態の測定が行われ、特定の領域以外（例えば自宅など）にい
る場合は測定が行われず、無駄な通信状態の測定を回避することが可能になる。
【００５５】
（Ｄ：第４実施形態）
　上述した各実施形態では、無線ＬＡＮの通信状態の良否を示す指標として当該無線ＬＡ
Ｎのアクセスポイントから送信される通信電波の通信電力を用い、当該指標の測定制御を
測定制御部１０４に実行させるための測定制御プログラムが無線端末装置の記憶部（図示
略）に予め記憶されていた。しかし、無線ＬＡＮ或いは携帯電話網に設けられたサーバ装
置からのダウンロードにより測定制御プログラムを取得して記憶部に記憶させる（或いは
、既存の測定制御プログラムに上書きする）処理を無線端末装置に実行させても良い。こ
のような態様によれば、測定対象の指標の切り換えや測定制御プログラムのバージョンア
ップ、本発明に係る通信状態測定機能の新規追加などを容易に行うことが可能になる。ま
た、無線ＬＡＮの運用管理者から与えられる指示に応じて、測定制御プログラムや測定結
果の分析等を行うプログラム（以下、両者をまとめて「測定プログラム」と総称する）を
ダウンロードして実行する測定プログラム管理機能を無線端末装置に付与しても良い。本
発明の第４実施形態は、上記測定プログラム管理機能を無線端末装置に設けたことを特徴
とする。以下、携帯電話網に設けられた上記サーバ装置から新たな測定プログラムをダウ
ンロードする場合を例にとって本発明の第４実施形態を説明する。
【００５６】
　図５は、本実施形態の無線端末装置の構成例を示す図である。ＩＰパケット送受信部２
０１は、携帯電話網に接続されている他の装置（例えば、無線ＬＡＮの運用管理者が使用
する管理者用端末や上記サーバ装置）との間でＩＰパケットの送受信を行う。ＩＰパケッ
ト送受信部２０１は、新たな測定プログラムのダウンロードの実行を指示するＩＰパケッ
トを受信すると、このＩＰパケットを測定プログラム管理部２０２に引き渡す。
【００５７】
　測定プログラム管理部２０２は、測定プログラムの記憶および実行を管理する機能部で
ある。測定プログラム管理部２０２は、新たな測定プログラムのダウンロードの実行を指
示するＩＰパケットを受け取ると、アプリケーションプログラム管理部２０５に対し、当
該ＩＰパケットによりダウンロードを指示されたプログラムを上記サーバ装置からダウン
ロードするように指示をする。
【００５８】
　アプリケーションプログラム管理部２０５は、無線端末装置に記憶されている全てのア
プリケーションプログラムの管理を行う機能部である。アプリケーションプログラム管理
部２０５は、測定プログラム管理部２０２から新たなプログラムのダウンロードを指示さ
れると、ファイル転送制御部２０３に対し、当該プログラムを上記サーバ装置からダウン
ロードするように指示をする。
【００５９】
　ファイル転送制御部２０３は、ＦＴＰなどのファイル転送制御を行う機能部である。フ
ァイル転送制御部２０３は、アプリケーションプログラム管理部２０５から指示されたプ
ログラムのダウンロードを実行する。このとき、不当なサーバ装置から不当なプログラム
を取得しないよう、インストール認証制御部２０４は、正当なサーバ装置であることおよ
び正当なプログラムであることを証明する旨の電子署名を確認する。ファイル転送制御部
２０３によってダウンロードされたプログラムは、アプリケーションプログラム保持手段
２０６に保持される。
【００６０】
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　アプリケーションプログラム管理部２０５は、プログラムのダウンロードに成功すると
、測定プログラム管理部２０２へダウンロードが完了した旨を通知する。ダウンロードが
完了した旨の通知を受けた測定プログラム管理部２０２は、ダウンロードが完了すると即
座に或いはアプリケーションプログラム管理部２０５から与えられる指示に応じて、測定
プログラム実行制御部２０７に対し当該プログラムの実行を指示し、測定プログラム実行
制御部２０７はアプリケーションプログラム実行制御部２０８に対し当該プログラムの実
行を指示する。この指示を受けたアプリケーションプログラム実行制御部２０８は、その
時点で実行中の他のプログラムの実行を止めてダウンロードしたプログラムを実行するか
、または、マルチタスキングにより他のプログラムと並列に当該ダウンロードしたプログ
ラムを実行する。
【００６１】
　例えば、上記サーバ装置から新たな測定プログラムをダウンロードする前は、無線ＬＡ
Ｎの通信状態の良否を示す指標として通信電力を用い、その測定の際に、受信した無線フ
レームが当該ＢＳＳからのビーコンであるか判断する処理（図６参照）、およびＢＳＳの
参加状態を解除する処理（図７参照）、を測定制御部１０４に実行させる測定プログラム
が無線端末装置に記憶されていたとする。この測定プログラムを実行中の無線端末装置で
は、無線フレームの受信を契機として以下の処理が実行される。まず、受信した無線フレ
ームについてＣＲＣ誤りの有無が判定され（図６：ステップＳＡ１００）、その判定結果
が“Ｙｅｓ”である場合（すなわち、ＣＲＣ誤りがあると判定された場合）には、当該フ
レームは破棄される。（ステップＳＡ１１０）。逆に、ステップＳＡ１００の判定結果が
“Ｎｏ”である場合は、受信した無線フレームがコントロールフレームである否かの判定
が為され（ステップＳＡ１２０）、その判定結果が“Ｎｏ”である場合（すなわち、受信
した無線フレームがデータフレームである場合）には、データフレームに関する処理が実
行される（ステップＳＡ１３０）。ステップＳＡ１２０の判定結果が“Ｙｅｓ”である場
合には、当該無線端末装置が参加しているＢＳＳからのビーコンであるか否かが受信した
無線フレームの内容に基づいて判定され（ステップＳＡ１４０）、その判定結果が“Ｎｏ
”である場合には、他のＢＳＳからのビーコンであるとして参加状態の判断を終了する。
逆に、ステップＳＡ１４０の判定結果が“Ｙｅｓ”である場合には、接続保護カウンタを
予め定めた値にリセットする処理が実行される（ステップＳＡ１６０）。
【００６２】
　接続保護カウンタとは、図７に示すように、ＢＳＳに参加している状態を維持するか否
かを判断するために用いられるカウンタである。図７に示すように、接続保護カウンタは
インターバルタイマにしたがってカウントダウンされ（ステップＳＢ１００）、一定値を
下回ると（図７：ステップＳＢ１１０：Ｎｏ）、ＢＳＳへの参加状態が解除される（ステ
ップＳＢ１２０）。逆に、接続保護カウンタの値が一定値まで達していない場合（図７：
ステップＳＢ１１０：Ｙｅｓ）、ＢＳＳに参加している状態は維持される。接続保護カウ
ンタの値が一定値までカウントダウンされる前に、参加中のＢＳＳから送信されるビーコ
ンを正常に受信すれば、接続保護カウンタのカウントダウンが所定の値にリセットされ、
当該ＢＳＳへの参加状態が継続される。
【００６３】
　ここで、ＢＳＳへの参加状態が誤って解除されるという障害が発生した場合を考える。
ＢＳＳへの参加状態が誤って解除されるという現象は、接続保護カウンタが上記一定値を
下回る値までカウントダウンされた場合に発生し、その原因としては以下の（ａ）、（ｂ
）、および（ｃ）が考えられる。
（ａ）無線端末装置の位置にアクセスポイントからの通信電力が届いておらず、参加中の
ＢＳＳのビーコンを検出できなかった。
（ｂ）通信電力は届いているものの、ＣＲＣ誤りが発生し、上記ビーコンを検出できなか
った。前述したように、このような事象は他のＢＳＳからの干渉により他のＢＳＳの無線
フレームと当該ＢＳＳの無線フレームとの衝突が生じた場合などに起こり得る。
（ｃ）上記ビーコンは正しく検出されたものの、無線端末装置側の端末制御において予期
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せぬ不具合が発生し、接続保護カウンタが上記一定値を下回る値までカウントダウンされ
た。
【００６４】
　無線ＬＡＮの運用管理者が、無線端末装置から送信されたメールを管理者用端末を用い
て閲覧し、当該メールに含まれている管理情報に基づいて上記障害の発生を把握すると、
その障害の原因が上記（ａ）、（ｂ）および（ｃ）の何れであるのかを切り分けるため、
新たな測定プログラム（図６に示す処理に換えて図８に示す処理を無線端末装置に実行さ
せるプログラム）のダウンロードを指示するＩＰパケットを当該管理者用端末から上記無
線端末装置へ送信させる。上記無線端末装置では、このＩＰパケットの受信を契機として
測定プログラムの更新が実行される。
【００６５】
　図８と図６とを対比すれば明らかなように、図８に示す処理は、ステップＳＡ１００の
判定結果が“Ｙｅｓ”である場合に、ステップＳＡ１１０の処理に先立ってステップＳＣ
１００～ステップＳＣ１５０の処理が実行される点と、ステップＳＡ１４０の判定結果が
“Ｙｅｓ”である場合に、ステップＳＡ１６０の処理に先立ってステップＳＣ１６０およ
びステップＳＣ１７０の処理が実行される点が図６に示す処理と異なる。図８のステップ
ＳＣ１００では、ＣＲＣエラーの発生を示すバックトレース情報が記録される。次に実行
されるステップＳＣ１１０では、受信したフレームに対するＣＲＣ誤りの割合であるＣＲ
Ｃエラー率の計算および当該ＣＲＣエラー率をバックトレース情報として記録する処理が
実行される。つまり、図８に示すプログラムは、通信状態の良否を示す指標としてＣＲＣ
エラー率を計測するためのプログラムである。次に実行されるステップＳＣ１２０では、
ＣＲＣ誤りがあると判定されたフレームから可能な限りＭＡＣヘッダ情報を取り出すこと
が試みられる。そして、ＭＡＣヘッダ情報を取得できない場合（図８：ステップＳＣ１３
０：Ｎｏ）には、前述したステップＳＡ１１０の処理が実行され、ＭＡＣヘッダ情報を取
得できた場合（ステップＳＣ１３０：Ｙｅｓ）は、さらに、そのＭＡＣヘッダ情報から当
該参加しているＢＳＳのビーコンの取り出しが試みられる。当該ＢＳＳからのビーコンを
取り出せなかった場合（ステップＳＣ１４０：Ｎｏ）には前述したステップＳＡ１１０の
処理が実行され、逆に取り出せた場合には、そのビーコンを示す情報をバックトレース情
報として記録（ステップＳＣ１５０）した後に当該フレームを破棄する処理が実行される
。また、図８に示す処理において、ステップＳＡ１４０の判定結果が“Ｙｅｓ”である場
合に後続して実行されるステップＳＣ１６０では、参加中のＢＳＳのビーコンが取得され
た旨のバックトレース情報が記録され、このステップＳＣ１６０に後続して実行されるス
テップＳＣ１７０では、その時点の保護カウンタ値（すなわち、前回のビーコンの検出か
らの経過時間を示す値）をバックトレース情報として記録する処理が実行され、その後、
ステップＳＡ１６０の処理が実行される。
【００６６】
　図８に示す処理を実行させた結果、バックトレース情報が全く記録されていないのであ
れば、無線端末装置は無線フレームを全く受信していないということであるから、無線端
末装置によって通信電力の測定が行われた位置にアクセスポイントからの通信電力が届い
ていないと判断することができる。したがって、バックトレース情報の記録の有無によっ
てＢＳＳの参加状態の解除の原因が上記原因（ａ）であるか否かを切り分けることが可能
になる。
【００６７】
　これに対してバックトレース情報が記録されている場合には、そのバックトレース情報
を参照して原因（ｂ）および原因（ｃ）の切り分けをすることができる。例えば、ＣＲＣ
エラーが検出された旨およびＣＲＣエラー率が記録されているのであれば、原因（ｂ）に
よってＢＳＳの参加状態が解除されたと判断することができる。ＣＲＣエラーが発生した
場合であっても、フレームのＭＡＣヘッダ情報が破壊されていない限り、当該ＢＳＳから
のフレームであるか否かの判断をすることができ、原因（ｂ）による参加解除であるか否
かの補助情報とすることができる。また、ビーコンが検出された旨のバックトレース情報
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が記録されている場合には、原因（ｃ）によりＢＳＳの参加状態が解除されたと判定する
ことができる。この場合は、さらに、前回のビーコンを検出してからどれくらいの時間が
経過したかを示す情報も記録されており、さらに詳細に原因切り分けするための補助情報
として利用することもできる。
【００６８】
　このように本実施形態によれば、ＢＳＳの接続状態が解除されるといった障害の発生を
トリガとして測定プログラムの更新が実行され、接続解除の原因を追究するための追加情
報（通信電力とは異なる観点で無線ＬＡＮの通信状態の良否を示す指標、本実施形態では
ＣＲＣエラー率）を自動的に収集することが可能になり、異常や障害の原因の特定および
切り分けを迅速に行うことが可能になる。また、得られた追加情報に基づいてさらに詳し
い調査を行う測定プログラムを無線端末装置にダウンロードさせて実行させることにより
詳細な情報を得ることも可能である。
【００６９】
（Ｅ：第５実施形態）
　上記各実施形態では、通信状態の良否を示す指標の測定結果の通知先が管理者用端末で
ある場合について説明した。しかし、上記第４実施形態におけるサーバ装置を上記測定結
果の通知先としても勿論良い。このような態様によれば、無線端末装置から通知された測
定結果に基づいて詳細分析の必要の有無を上記サーバ装置に判定させ、詳細分析のための
プログラムのダウンロードおよび実行を自動化することが可能になる。図９は、本実施形
態のサーバ装置の構成を示すブロック図である。なお、図９では、無線端末装置から送ら
れるメールは外部のメールサーバへ蓄積され、図９に示すサーバ装置はそのメールサーバ
からメールを取得する構成となっている。
【００７０】
　ＩＰパケット送受信部４０２は、ネットワーク通信部４０１を通じて、無線端末装置ま
たはメールサーバとの間でネットワーク層の通信を行う。メール取得制御部４０３は、Ｐ
ＯＰ３などのメール取得プロトコルを用いてＩＰパケット送受信部４０２を介してメール
サーバからメールを取得し、メール解析部４０４へ送る。メール解析部４０４は、メール
のヘッダおよび本文を解析し、当該メールに記載されている情報を通信状態の測定結果を
示す情報、警告を示す情報、および実行履歴を示す情報に分類する。そして、メール解析
部４０４は、通信状態の測定結果を示す情報を測定結果解析部４０５へ、警告を示す情報
を警告情報解析部４０６へ、実行履歴を示す情報を端末実行履歴解析部４０７へそれぞれ
出力する。
【００７１】
　測定結果解析部４０５は、通信状態の測定結果を示す情報の内容をその測定位置毎およ
び測定時刻毎に分類し、再利用可能なファイル形式に変換して測定結果蓄積手段４０８に
記録する。測定結果蓄積手段４０８に蓄積された情報は、管理者の状況把握のために活用
される。電波状況可視化図生成部４０９は、測定結果蓄積手段４０８に蓄積された情報を
読み出し、例えば無線ＬＡＮのサービスエリアの地図（利用者の職場に敷設された無線Ｌ
ＡＮである場合には、その職場のフロアマップなど）を示す情報に重ね合わせ、利用者が
滞在していた位置および時刻における通信状態の良否を示す指標の値およびその変化の状
況を表した図を作成する。電波状況可視化図作成部４０９にて作成された図は、電波状況
表示部４１０へ出力される。電波状況表示部４１０は、管理者が操作するグラフィカルユ
ーザインターフェースなどのユーザインターフェイス部４１１を通じて、上記図を管理者
へ表示する。
【００７２】
　警告情報解析部４０６は、警告を示す情報の内容を解析し、再利用可能なファイル形式
に変換して警告情報蓄積手段４１２へ記録する。警告表示部４１３は、警告情報蓄積手段
４１２に蓄積された情報を読み出し、ユーザインターフェイス部４１１を通じて、警告を
示す情報を管理者へ表示する。
【００７３】
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　端末実行履歴解析部４０７は、無線端末装置の実行履歴を示す情報の内容を解析し、再
利用可能なファイル形式に変換して端末実行履歴蓄積手段４１４へ記録する。端末実行履
歴手段４１４に記録された実行履歴を示す情報は、必要に応じて管理者により読み出され
参照される。
【００７４】
　測定プログラム選択部４１５には、測定結果解析部４０５、警告情報解析部４０６およ
び端末実行履歴解析部４０７から各々の解析結果を示す情報が入力される。測定プログラ
ム選択部４１５は、例えばそれまで受信できていたビーコンが突然受信できなくなった場
合などの特徴的な状況の変化や異常の発生を上記各解析結果を示す情報を分析して検出す
る。測定プログラム選択部４１５は、検出された状況の変化や異常と、測定プログラム選
択条件保持手段４１６に保持されている条件とを照合し、該当する条件に対応する測定プ
ログラムを選択する。測定プログラム選択部４１５は、測定プログラム転送制御部４１７
に対し、選択した測定プログラムのダウンロードを指示する旨のＩＰパケットを無線端末
装置へ送信するよう指示をする。なお、無線端末装置に対して測定制御プログラムのダウ
ンロードを指示するのではなく、当該測定プログラムを直接無線端末装置へ送信し、その
記憶および実行を指示するようにしても良い。
【００７５】
　ファイル転送制御部４１９は、無線端末装置から受信したダウンロード要求、或いは測
定プログラム転送制御部４１７からの指示に応じて、測定プログラム保持手段４２０から
無線端末装置へ送信する測定プログラムを読み出し、ＩＰパケット送受信部４０２および
ネットワーク通信部４０１を介して無線端末装置へ送信する。インストール認証制御部４
１８は、無線端末装置からの認証要求に対して応答し、認証に関して必要な情報の交換等
を行う。
【００７６】
　このように本実施形態によれば、無線端末装置にて取得した各種情報に基づいて無線Ｌ
ＡＮの通信状態に特徴的な変化や異常などが現われた場合に、その変化や異常に対処する
ための測定制御プログラムが無線端末装置へ自動的に送信され、当該変化や異常に迅速に
対処することが可能になる。
【００７７】
（Ｆ：変形）
　以上、本発明の各実施形態について説明したが、これら実施形態に以下の変形を加えて
も勿論良い。
【００７８】
（１）上記各実施形態の無線端末装置は無線ＬＡＮ（第１の無線通信網）と携帯電話網（
第２の無線通信網）の両方を使用可能に構成されていた。ここで、第２の無線通信網は、
携帯電話網には限定されず、上記無線ＬＡＮとは異なる規格に準拠した無線ＬＡＮやこの
無線ＬＡＮに接続されたインターネット網などであっても良い。第２の無線通信網がイン
ターネット網である場合には、第１の無線通信網についての通信状態の測定結果を所定の
宛先へ送信するためのメールの送受信についてフリーメールサービスなどを利用しても良
い。
【００７９】
（２）上記各実施形態では、第１の無線通信網（上記各実施形態では無線ＬＡＮ）を介し
てデータの送受信を行う機能と、この第１の無線通信網における通信電力を測定する機能
と、第１の無線通信網とは異なる第２の無線通信網を介してデータの送受信を行う機能を
担う無線通信手段を有する無線端末装置に本発明を適用した。しかし、通信電力の測定対
象である第１の無線通信網とは異なる第２の無線通信網を介してデータの送受信を行う機
能は必ずしも必要ではない。換言すれば、上記各実施形態におけるアンテナ１２１、携帯
電話無線部１２２、復調部１２３、復号化部１２４、符号化部１２５および変調部１２６
は本発明に係る無線端末装置の必須構成要素ではなく、省略可能である。上記各実施形態
の無線端末装置が携帯電話網を介したデータ通信を行う機能を有していない場合には、無
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経由でその測定結果を示す情報を所定の宛先へ送信するようにすれば良い。つまり、無線
通信網における通信状態の良否を示す指標の計測および前記無線通信網を介したデータの
送受信を行う無線通信手段を有する無線端末装置であれば、本発明を適用し、自装置が移
動中であるか否かを判定する判定手段と、前記判定手段により移動中ではないと判定され
たことを契機として前記無線通信網の通信状態の良否を示す指標を測定するように前記無
線通信手段を制御するとともに、測定位置を特定し得る情報または測定位置を示す情報と
測定された指標とを所定の宛先へ送信するように前記無線通信手段を制御する計測制御手
段とを設けることで、先に述べた課題を解決することができる。
【００８０】
（３）上記各実施形態では無線端末装置としてスマートフォンを用いる場合について説明
した。スマートフォン等の携帯端末は、無線通信網における通信状態の良否を示す指標の
計測および前記無線通信網を介したデータの送受信を行う無線通信手段の他に、加速度セ
ンサ、方位センサなどを標準的に備えているため、本発明の実施に格別に好適だからであ
る。しかし、本発明の適用対象はスマートフォンに限定されるものではなく、プログラム
実行機能を備えた一般的な携帯電話機やタブレット端末などの携帯端末装置であれば適用
可能である。要は、無線通信手段の他に、判定手段を実現するための構成（加速度センサ
や方位センサなど）と測定制御手段を実現するための構成（例えば、プログラム実行手段
）とを備えた電子機器であれば良い。
【符号の説明】
【００８１】
　１０１…加速度センサ、１０２…移動判定部、１０３…計時部、１０４…測定制御部、
１０５…無線制御部、１０６，１２１…アンテナ、１０７…無線ＬＡＮ無線部、１０８…
チャネル選択部、１０９…キャリア検出部、１１０…通信電力測定部、１１１…測定結果
記録手段、１１２，１２３…復調部、１１３，１２４…復号化部、１１４…ＢＳＳＩＤ判
定部、１１５…メール送信制御部、１１６…メール送信部、１１７…現在位置取得手段、
１１８…メール送信先情報保持手段、１１９，１２５…符号化部、１２０，１２６…変調
部、１２２…携帯電話網無線部、１２７…通信経路選択部、１２８…無線ＬＡＮ認証制御
部、１２９…実行履歴保持手段、１３０…測定結果判断手段、２０１，４０２…ＩＰパケ
ット送受信部、２０２…測定プログラム管理部、２０３，４１９…ファイル転送制御部、
２０４，４１８…インストール認証制御部、２０５…アプリケーションプログラム管理部
、２０６…アプリケーションプログラム保持手段、２０７…測定プログラム実行制御部、
２０８…アプリケーションプログラム実行制御部、３０１…原点リセット手段、３０２…
相対位置保存手段、３０３…方位センサ、３０４…ノイズ除去部、３０５…時間計測手段
、３０６…移動方向判定部、３０７…移動距離計算部、３０８…現在位置計算部、４０１
…ネットワーク通信部、４０３…メール取得制御部、４０４…メール解析部、４０５…測
定結果解析部、４０６…警告情報解析部、４０７…端末実行履歴解析部、４０８…測定結
果蓄積手段、４０９…電波状況可視化図生成部、４１０…電波状況表示部、４１１…ユー
ザインターフェイス部、４１２…警告情報蓄積手段、４１３…警告表示部、４１４…端末
実行履歴蓄積手段、４１５…測定プログラム選択部、４１６…測定プログラム選択条件保
持手段、４１７…測定プログラム転送制御部、４２０…測定プログラム保持手段。
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